
上記の対象として受講し報告する研修については、県より旅費が支払われます。 

○旅行命令を作成する際、用務名を「（２～３年次研）○○研修」としてください。 

○旅費コード  

   小学校：１１８１－２２ 中学校 １１８３－２２ 
 

上記の対象として受講し報告する研修については、県より旅費が支払われます。 

○旅行命令書を作成する際、用務名を「（第 ○ 回初任者研修）」としてください。 

○旅費コード      

小学校：１１８１－２２ 中学校 １１８３－２２ 
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本年度 初任者研修／2･3年次研修／中堅教諭等資質向上研修Ⅰ対象のみなさんへ 

 

【初任者研修の対象の方へ】 

 選択研修 → 個別研修として４回分を選択することになっています。１回の研修は２時間以上

となっており、伊賀市教育研究センターで開催する研修講座は、市町等教育委員会が主催する研修

（市町の教育研究所等の講座を含む）にあたりますので、当センターの２時間以上の研修講座はす

べて個別研修１回分として報告することができます。〈※「B-1３教育研究集会」は、全教職員参加

ですので除きます。〉なお、１つの研修が２時間に満たない場合にあっては、同一日または異なる

日の複数の講座等をのべ2時間以上受講して、１回分とすることができます。 

    

 

 

 

 

【教職２・３年次研修の対象の方へ】 

 教育課題別研修として３回分を選択することになっています。１回は２時間以上となっています。

当センターで行う2時間以上の研修は「市町等教育委員会が行う諸研修（市町の教育研究所等の講座

を含む）」にあたりますので、該当研修として報告することができます。〈※「B-1３教育研究集会

」は、全教職員参加ですので除きます。〉なお、１つの研修が２時間に満たない場合にあっては、同

一日または異なる日の複数の講座等をのべ2時間以上受講して、１回分とすることができます。 

 

 

 

 

 

【中堅教諭等資質向上研修Ⅰの対象の方へ】 

 校内研修として９回分行うことになっています。その中で市町等教育委員会が行う研究発表会や研

修会、各教育研究所等が行う研修講座、それぞれのうち校長が認めるものに参加することで研修に充

てることができます。1回の時間に定めはありませんので、センターでの研修講座がすべて当てはま

ります。〈※「B-1３教育研究集会」は、全教職員参加ですので除きます。〉 

 ただし、旅費は、学校配当旅費予算より支払われます。 

 

上記とは別に、研修講座一覧表の中で「県連携」となっている研修講座は、全て旅費が県より支

払われます。 


